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Living Information Living Information

く
ら
し

　
　

百
科

問は問い合わせ先です

　

国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
経
済
的
に
困
難
な
と
き
は
、
本

人
の
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
22
年
度
の
免
除
申
請
の
受
け

付
け
を
７
月
か
ら
開
始
し
ま
す
。
承

認
期
間
は
７
月
か
ら
来
年
６
月
ま
で

で
、
平
成
21
年
中
の
所
得
を
も
と
に

審
査
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
保
険
料
が
全
額
ま
た

は
一
部
が
免
除
に
な
っ
て
い
た
方

も
、
あ
ら
た
め
て
手
続
き
が
必
要
で

す
（
継
続
審
査
の
方
を
除
く
）。

●
免
除
の
種
類　

全
額
免
除
、
４
分

の
３
免
除
、半
額
免
除
、４
分
の
１
免

除
、若
年
者
納
付
猶
予（
30
歳
未
満
）

●
手
続
き
に
必
要
な
物　

①
印
鑑
、

②
年
金
手
帳
、
③
退
職（
失
業
）し
た

方
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど
、

失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

公
的
機
関
の
証
明
、
④
１
月
１
日
時

点
で
本
市
に
住
所
が
な
か
っ
た
方
は
、

平
成
22
年
度
課
税
証
明
書
を
前
住
所

地
よ
り
取
り
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
退
職
・
転
入
し
た
場
合
は
、
③
・

　

④
に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
お
よ
び

　

世
帯
主
の
分
も
必
要
で
す
。ま
た
、

　

平
成
21
年
中
の
所
得
を
申
告
し
て

　

い
な
い
方
は
、申
告
が
必
要
で
す
。

問
大
河
原
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
２
４
―
５
１
―
３
１
１
３

　

市
民
課　

☎
２
２
―
１
３
１
２

　

水
道
メ
ー
タ
ー
の
有
効
期
間
は
、

計
量
法
に
基
づ
き
８
年
と
な
っ
て
い

ま
す
。
今
回
、
有
効
期
間
が
満
期
と

な
る
方
の
お
宅
に
、
上
下
水
道
事
業

所
で
委
託
し
た
業
者
が
「
上
下
水
道

事
業
所
か
ら
の
お
知
ら
せ
」
を
持
参

し
て
お
伺
い
し
、
無
料
で
交
換
作
業

を
行
い
ま
す
。
交
換
作
業
は
メ
ー
タ

ー
検
針
と
重
複
し
な
い
よ
う
、
７
月

下
旬
と
８
月
中
旬
の
２
回
に
分
け
て

実
施
す
る
予
定
で
す
。
皆
さ
ま
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
上
下
水
道
事
業
所　

☎
２
５
―
５
５
２
２

　

テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー

（
デ
ジ
サ
ポ
宮
城
）
で
は
、
地
デ
ジ

へ
の
移
行
が
ま
だ
済
ん
で
い
な
い
全

国
の
高
齢
者
な
ど
の
視
聴
者

１
０
０
万
世
帯
に
対
し
て
、
適
切
な

助
言
・
支
援
を
行
い
デ
ジ
タ
ル
化
の

促
進
を
図
る
た
め
に
戸
別
訪
問
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

サ
ポ
ー
タ
ー
は
地
元
電
気
店
な
ど

で
構
成
さ
れ
、
専
用
の
制
服
を
着
用

し
て
い
ま
す
。
身
分
証
も
携
行
し
て

い
ま
す
の
で
、
サ
ポ
ー
タ
ー
が
ご
自

宅
を
訪
問
し
た
際
は
、
必
ず
ご
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

訪
問
は
、
原
則
と
し
て
事
前
に
電

話
な
ど
に
よ
り
連
絡
し
た
上
で
行
い

ま
す
。
６
月
中
旬
こ
ろ
か
ら
開
始
さ

れ
て
お
り
、
来
年
１
月
ま
で
続
け
ら

れ
ま
す
。

　

サ
ポ
ー
タ
ー
が
勝
手
に
工
事
を
し

た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
料
を
要
求
し
た

り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
デ

ジ
詐
欺
な
ど
の
悪
質
商
法
に
は
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
地
デ

ジ
未
対
応
世
帯
に
対
し
て
、
訪
問
が

行
わ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

個
別
の
訪
問
希
望
に
も
応
じ
て
い
ま

す
の
で
、
気
軽
に
デ
ジ
サ
ポ
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
２
２―

７
４
５―

１
５
０
０

地
デ
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
が
戸
別

訪
問
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す

　

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
（
Ｋ
Ｈ

Ｖ
）
病
ま
ん
延
防
止
の
た
め
、
阿
武

隈
川
水
系
で
は
、
採
捕
し
た
（
釣
っ

た
）
コ
イ
を
そ
の
水
域
か
ら
持
ち
出

す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
県
内
全
域
で
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｖ
病
に

感
染
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
で
き

な
け
れ
ば
、
コ
イ
を
放
流
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
Ｋ
Ｈ
Ｖ
病

は
コ
イ
、
ニ
シ
キ
ゴ
イ
に
か
か
る
病

気
で
す
。
こ
の
ウ
イ
ル
ス
は
人
に
感

染
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

感
染
し
た
コ
イ
を
食
べ
て
も
、
人
に

影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
振
興
課

　

☎
０
２
２
―
２
１
１
―
２
９
３
２

コ
イ
の
放
流
と
持
ち
出
し
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

労
働
者
と
使
用
者
と
の
労
働
条
件

な
ど
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
、
公

労
使
３
人
の
あ
っ
せ
ん
員
が
、
当
事

者
間
の
話
し
合
い
を
取
り
持
つ
な

ど
、
紛
争
の
解
決
に
向
け
た
あ
っ
せ

ん
を
行
い
ま
す
。費
用
は
無
料
で
す
。

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
２
２
―
２
１
１
―
３
７
８
７

　

http://www.pref.m
iyagi.jp/tiroui/

個
別
労
使
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
を

行
っ
て
い
ま
す

　

国
土
交
通
省
で
は
、
騒
音
の
増
大

を
招
く
マ
フ
ラ
ー
の
取
り
外
し
な
ど

の
不
正
改
造
を
施
さ
れ
た
車
両
を
排

除
す
る
た
め
に
、「
不
正
改
造
車
を

排
除
す
る
運
動
」
を
全
国
的
に
展
開

し
、
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
不
正
改
造
の

防
止
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
き
、
そ
の
排
除
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。　

■
不
正
改
造
車
の
例

・
運
転
者
席
な
ど
窓
ガ
ラ
ス
へ
の
着

色
フ
ィ
ル
ム
の
張
り
付
け

・
騒
音
の
増
大
を
招
く
マ
フ
ラ
ー
の

切
断
・
取
り
外
し

問
国
土
交
通
省　

東
北
運
輸
局

　
宮
城
運
輸
支
局　

検
査
・
整
備
・
保
安
部
門

　

☎
０
２
２
―
２
３
５
―
２
５
１
３

　

http://w
w
w
.tenken-seibi..com

ク
ル
マ
の
不
正
改
造
は
犯
罪
で
す
！

　
「
車
内
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

を
実
施
し
ま
す
。
お
降
り
の
際
は
、

バ
ス
が
停
留
所
に
着
い
て
完
全
に
止

ま
っ
て
か
ら
席
を
お
立
ち
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
お
立
ち
に
な
っ
て
ご
利

用
す
る
場
合
は
、
つ
り
革
や
握
り
棒

に
し
っ
か
り
お
つ
か
ま
り
く
だ
さ
い
。

問
東
北
運
輸
局
宮
城
運
輸
支
局

　

宮
城
県
バ
ス
協
会

　

☎
０
２
２
―
２
９
５
―
９
８
９
４

　

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
自
立
を

支
援
す
る
た
め
、
本
年
８
月
か
ら
父

子
家
庭
の
父
に
も
児
童
扶
養
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

■
児
童
扶
養
手
当
と
は
？

　

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
や
母
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が

い
る
家
庭
（
ひ
と
り
親
家
庭
）
の
生

活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
、
児
童
が

心
身
と
も
に
健
や
か
に
成
長
す
る
よ

う
役
立
て
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

■
父
子
家
庭
の
支
給
用
件
は
？

　

父
母
の
離
婚
や
母
が
死
亡
し
た
な

ど
の
事
由
に
該
当
す
る
児
童
を
、
父

が
養
育
し
、
か
つ
、
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
手
当
額
（
月
額
）
は
？

　

養
育
す
る
児
童
の
人
数
や
受
給
資
格

者
の
所
得
な
ど
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

●
参
考　

児
童
１
人
の
場
合（
月
額
）

・
全
部
支
給　

４
１
、７
２
０
円

・
一
部
支
給　
　

９
、８
５
０
円
〜

■
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の
は
？

　

既
に
父
子
家
庭
と
し
て
の
支
給
要

件
に
該
当
し
て
い
る
方
は
、
８
月
１

日
以
前
で
も
申
請
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
者
と

児
童
の
戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
な
ど
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
福
祉
事
務

所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
事
務
所
☎
２
２
―
１
４
０
０

父
子
家
庭
の
皆
さ
ま
に
も

「
児
童
扶
養
手
当
」が
支
給
さ
れ
ま
す

　

介
護
保
険
施
設
入
所
者
や
、
在
宅

介
護
者
で
短
期
入
所
生
活
介
護
（
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
を
介
護
保
険
施
設

な
ど
で
利
用
さ
れ
て
い
る
方
の
う

ち
、
介
護
保
険
負
担
限
度
額
（
施
設

利
用
に
係
る
居
住
費
・
食
事
代
の
負

担
額
）の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、

本
年
６
月
30
日
で
認
定
期
間
が
満
了

と
な
り
ま
す
。
７
月
１
日
以
降
引
き

続
き
認
定
を
必
要
と
す
る
方
は
、
あ

ら
た
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

  ●
申
請
期
日

　

認
定
は
、
申
請
し
た
月
の
１
日
か

ら
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
要
な
方
は

お
早
め
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

長
寿
課（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　

☎
２
２
―
１
３
６
１

　

な
お
、
家
庭
用
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器

や
密
閉
式
容
器
な
ど
は
補
助
の
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

※
バ
イ
オ
式
か
乾
燥
式
に
限
り
ま
す
。

●
補
助
額　

購
入
金
額
（
消
費
税
を

含
む
）
の
２
分
の
１
以
内
。
上
限
は

２
万
円
で
す
。

●
注
意
事
項

・
生
ご
み
処
理
機
の
購
入
後
に
申
請

　

さ
れ
た
場
合
は
、
補
助
金
が
交
付

　

で
き
ま
せ
ん
。
購
入
前
に
申
請
し

　

て
く
だ
さ
い
。

・
申
請
は
１
世
帯
に
つ
き
１
基
ま
で

　

と
な
り
ま
す
。

・
予
算
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

補
助
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

　

り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

　

だ
さ
い
。

問
生
活
環
境
課　

☎
２
２
│
１
３
１
４

７
月
は
平
成
22
年
度
国
民
年
金

保
険
料
免
除
申
請
開
始
月
で
す

水
道
メ
ー
タ
ー
の
無
料
交
換
を

行
い
ま
す

介
護
保
険
負
担
限
度
額
の
認
定

は
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す

　

身
体
障
害
者
福
祉
関
連
法
令
の
改

正
に
よ
り
、
本
年
４
月
か
ら
、
肝
機

能
障
害
の
た
め
身
体
障
害
者
手
帳
３

級
を
お
持
ち
の
方
も
、
医
療
費
の
助

成
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
（
※
１
）。
該
当
者
の
方
は
、
健

康
セ
ン
タ
ー
１
階
の
健
康
推
進
課
ま

で
ご
来
庁
の
上
、
資
格
登
録
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
き
に
必
要
な
物

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
本
人
名
義
の

通
帳（
※
２
）、健
康
保
険
証（
※
３
）、

印
鑑
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
転
入
者
な
ど
の
場
合
は
、

以
前
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
の
所
得

証
明
（
課
税
・
非
課
税
証
明
）
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
１
．
こ
の
制
度
は
所
得
制
限
の
あ

る
制
度
で
す
。
制
限
額
を
超
え
る

所
得
が
あ
る
方
に
は
、
受
給
者
証

を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
２
．
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
店
名
、
預

金
種
目
、
口
座
番
号
の
読
み
替
え

手
続
き
が
完
了
し
た
も
の
に
限
り

ま
す
。
な
お
、
障
害
者
本
人
が
20

歳
未
満
の
場
合
は
、
保
護
者
の
預

金
通
帳
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
３
．
70
〜
74
歳
の
方
は
、
健
康
保

険
証
の
ほ
か
、
高
齢
受
給
者
証
も

一
緒
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
健
康
推
進
課　

☎
２
２
│
１
３
６
２

肝
機
能
障
害
の
た
め
身
体
障
害
者

手
帳
３
級
を
お
持
ち
の
方
へ

　

生
ご
み
は
可
燃
ご
み
の
中
で
も
多

く
の
重
量
を
占
め
て
お
り
、
生
ご
み

を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ
と
は
、
ご
み

の
減
量
に
大
き
く
貢
献
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
電
気
式
生
ご
み
処
理
機

を
購
入
し
よ
う
と
す
る
方
に
対
し

て
、
こ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
生
活
環
境
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
間　

随
時
受
け
付
け
ま
す
。

●
補
助
を
受
け
ら
れ
る
方

　

次
の
①
〜
③
を
満
た
す
方

①
白
石
市
に
住
所
を
有
し
、
居
住
し

て
い
る
方
。
た
だ
し
、
福
岡
地
区

（
山
ノ
下
・
沖
・
山
根
・
岩
ノ
上
・

滝
下
・
尾お
べ
ら箆
自
治
会
）
在
住
の
方

は
、
シ
リ
ウ
ス
に
搬
入
の
た
め
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

②
市
税
な
ど
の
滞
納
の
な
い
方

③
購
入
後
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
協

　

力
で
き
る
方

●
補
助
対
象
と
な
る
生
ご
み
処
理
機

　

家
庭
用
電
気
式
生
ご
み
処
理
機

で
、
市
内
の
販
売
店
か
ら
購
入
す
る

も
の
に
限
り
ま
す
。

電
気
式
生
ご
み
処
理
機
を
購
入
す
る
方
に

 

補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す

　

病
気
な
ど
の
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
、
義
務
教
育
諸
学
校
に
就
学

さ
せ
る
義
務
を
猶
予
、
ま
た
は
免
除

さ
れ
た
方
を
対
象
に
国
が
実
施
す
る

試
験
で
、
合
格
し
た
方
に
は
高
等
学

校
の
入
学
資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

●
試
験
日
時　
11
月
２
日（
火
）10
時
〜

●
試
験
会
場　

宮
城
県
庁

●
試
験
科
目　

国
語
、
社
会
、
数
学
、

理
科
、
外
国
語
（
英
語
）

●
願
書
受
付
期
間

　

８
月
20
日（
金
）〜
９
月
７
日（
火
）

●
願
書
請
求　

宮
城
県
教
育
委
員
会

へ
直
接
、
ま
た
は
市
教
育
委
員
会
を

通
じ
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

●
合
格
発
表　

12
月
10
日（
金
）予
定

※
直
接
本
人
へ
通
知
し
ま
す
。

問
宮
城
県
教
育
委
員
会
義
務
教
育
課

　

☎
０
２
２
―
２
１
１
―
３
６
４
２

就
学
義
務
免
除
者
な
ど
の
中
学
校

卒
業
程
度
認
定
試
験
を
実
施
し
ま
す

一
般
乗
合
バ
ス
の
車
内
事
故
防
止
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

利 用 者
負担段階 対象となる方

第１段階
・ 本人および世帯全員が住民税非課税
であって、老齢福祉年金の受給者

・生活保護の受給者

第２段階
・ 本人および世帯全員が住民税非課税
であって、合計所得金額＋課税年金
収入額が、80万円以下の人

第３段階
・ 本人および世帯全員が住民税非課税
であって、利用者負担段階第２段階
以外の人


